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指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業  運 営 規 程 

Ａ Ｌ Ｓ Ｏ Ｋ 介 護 ケ ア プ ラ ン セ ン タ ー  町 田 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程はＡＬＳＯＫ介護株式会社が開設する居宅介護支援事業所「ＡＬＳＯＫ介護ケア

プランセンター 町田」（以下「事業所」という。）が行う指定居宅介護支援の事業（以下

「事業」という。）の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定

め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思およ

び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを

目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切

な保険医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され

るよう配慮して行う。 

  ２ 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅

サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公

正中立に行う。 

  ３ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する区市町村、地域

包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との緻密な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

４ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、積極的に受け

入れる体制を整え、支援が困難な利用者に対して必要な居宅介護支援の提供に努めるもの

とする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 ＡＬＳＯＫ介護ケアプランセンター 町田 

（２）所在地 東京都町田市中町２-４-５ 

 

（従業者の職種、員数および職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職員の職種、員数および職務の内容は次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（介護支援専門員と兼務） 

       事業所における介護支援専門員、その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用

申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、

法令等において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に関し、遵守すべき事

項についての指揮命令を行う。 
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（２）介護支援専門員 １名以上 

   要介護者等からの相談に応じ、および要介護者等がその心身の状況や置かれている

環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービスまたは施設サービ

スを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サ

ービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡

調整、その他の便宜の提供を行う。 

 

（営業日および営業時間） 

第５条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。 

（１）営業日 月曜日から金曜日(祝日および１２月３０日から１月３日までを除く) 

（２）営業時間 ８：３０から１７：３０までとする。 

（３）電話等により、３６５日２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（居宅介護支援の提供方法および内容） 

第６条 指定居宅介護支援の提供方法および内容は次のとおりとする。 

１ 利用者の相談を受ける場所 

  第３条に規定する事業所内または、利用者宅等で行う。 

２ 課題分析の実施 

（１）課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利

用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把

握するものとする。 

（２）使用する課題分析表の種類は、厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満

たす方式とする。 

３ 居宅サービス計画原案の作成 

  利用者およびその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、

提供されるサービスの目標およびその達成時期、サービスを利用する上での留意点等を盛

り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。 

４ サービス担当者会議等の実施 

  居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担

当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、

担当者から専門的見地による意見を求めるものとする。 

５ 居宅サービス計画の確定 

  介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給

付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者または

その家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。 
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６ 居宅介護支援提供上の中立義務 

 居宅サービス計画作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サ

ービス事業者等の紹介を求めることや、位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由

の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービス計画の総数のうち、訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この号において「訪問介護等」

という）がそれぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の

指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものの

占める割合等につき、文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名（記名押印）

を受けるものとする。 

７ 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携 

  介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別

計画の提出を求めるものとする。 

８ 医療機関との連携 

（１）入院時、その入院先（医療機関）に担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えるよ

う、利用者またはその家族に協力を求めるものとする。 

  （２）介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の

心身または生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て

主治の医師もしくは歯科医師または薬剤師に提供するものとする。 

（３）介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師

等の意見を求めるものとする。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サ

ービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付する。 

９ サービス実施状況の継続的な把握および評価 

  居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者

等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての

解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅

サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。 

１０ 地域ケア会議における関係者間の情報共有 

   地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、

これに協力するよう努めることとする。 

１１ 介護支援専門員の居宅訪問頻度  少なくとも月１回以上 

１２ モニタリングの結果記録     月１回 

 

（指定居宅介護支援の利用料等） 

第７条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準（告示上

の報酬額）によるものとする。 

２ 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居

宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 



 4 そ 09-10-250601 

  ３ 交通費について第８条に規定する通常の事業の実施地域以外の場合については、その実費

を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超える距

離に応じて１５円／Kmで計算し、徴収する。 

４ 前三項の利用料の支払いを受けたときは、利用者またはその家族に対し、利用料とその他

の利用料（個別の費用ごとに区分したもの）について記載した領収書を交付する。 

  ５ 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し当

該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明をした上で、その内容および支払いに

同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けるものとする。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は町田市とする。 

 

（苦情処理） 

第９条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に

対応するため                 めに必要な措置を講ずるものとする。 

２ 事業所は提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第２３条の規定により区市町村が

行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該区市町村の従業者からの質問

もしくは照会に応じ、および区市町村が行う調査に協力するとともに、区市町村から指導

または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 

３ 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体

連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受

けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１０条 従業者は現に指定居宅介護支援等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場

合には速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、

管理者に報告しなければならない。 

２ 前項の事故の状況および事故に際して採った処置を記録する。 

   ３ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１２条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ず

るものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて従業者に周知徹底を図る 
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（２）虐待防止のための指針の整備 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを区市町村に通報するものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条 事業所は感染症や非常災害時の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供

を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下、「業務継続計画」という。）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施する。 

３ 事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

うものとする。 

 

（衛生管理、感染症対策） 

第１４条 事業所は介護支援専門員の清潔の保持および健康状態の管理に努めるものとする。 

２ 事業所において感染症が発生またはまん延しないための取り組みとして、以下の措置を

講じるものとする。 

（１）感染症の予防およびまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね６月に１回以上

開催し、その結果について介護支援専門員に周知します。 

（２）感染症の予防およびまん延防止のための指針を整備します。 

（３）介護支援専門員に対し、感染症の予防およびまん延防止のための研修および訓練を定

期的に実施します。 

 

（個人情報の保護） 

第１５条 事業者は、利用者およびその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」

および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。 

   ２ 事業所が得た利用者およびその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの

提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、第三者への情報提供についてはあら

かじめ利用者およびその家族の了解を得るものとする。 

   ３ 従事者は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持する。 

４ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契

約の内容に含むものとする。 
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（地域との連携等） 

第１６条 事業所は、指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対

して指定居宅介護支援を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対して

も指定居宅介護支援の提供を行うよう努めるものとする。 

 

（その他運営についての留意事項） 

第１７条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるも

のとし、また、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内 

（２）継続研修  年１回以上 

２ 事業所は指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスの提供を終了の日か

ら最低５年間は保存するものとする。 

３ 事業所は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な

措置を講じるものとする。 

４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はＡＬＳＯＫ介護株式会社代表取

締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、２０２１年４月１日から施行する。 

この規定は、２０２１年１０月１日から施行する。 

この規程は、２０２２年４月 1日から施行する。 

この規程は、２０２２年６月１日から施行する。 

この規程は、２０２４年１０月１日から施行する。 

この規程は、２０２４年１２月１日から施行する。 

この規程は、２０２５年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１.指定居宅介護支援を提供する事業者について

２.利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

（１）事業所の所在地

電話番号： ０４８－６３１－３６９０

０４８－６３１－２１１０

https://kaigo.alsok.co.jp

ＡＬＳＯＫ介護株式会社

営利法人

代表取締役　　熊谷　敬

埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地

法人設立年月日

事業主体名

法人の種類

居 宅 介 護 支 援 事 業 所

ＡＬＳＯＫ介護ケアプランセンター　町田

管理者 今井　祐子

介護保険指定事業所番号

重 要 事 項 説 明 書

代表者名

通常の事業の実施地域

他の介護保険関連の事業

ホームページアドレス：

ＦＡＸ番号：

０４２―７３９－７５８１

０４２－７３９－６８２１

第 １３７３２０５６８９

町田市

号

・志木市地域包括支援センター受託事業
・志木市介護予防事業
・住宅型有料老人ホームの運営
・サービス付き高齢者向け住宅の運営

事業所名称

東京都町田市中町２－４－５ へーベルVillageやまだい中町

2025年7月1日基準日　

1998 年 1 月 14 日

所在地

連絡先

事業所所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

他の介護保険以外の事業

・居宅サービス事業
　訪問介護　　日常生活支援総合事業第１号訪問事業
　通所介護　　日常生活支援総合事業第１号通所事業
　短期入所生活介護　介護予防短期入所生活介護
　特定施設入居者生活介護　介護予防特定施設入居者生活介護
　訪問看護　介護予防訪問看護
・地域密着型サービス事業
　小規模多機能型居宅介護　介護予防小規模多機能型居宅介護
  認知症対応型共同生活介護　介護予防認知症対応型共同生活介護
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（２）事業の目的および運営の方針

（５）職員体制

有 変更を希望される方はお申し出ください。

調査（課題分析）の方法 有

自費サービスのご案内 介護保険以外のサービスをご紹介いたします。

解約料金は頂戴いたしません。無

厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目
を満たす方式

介護支援専門員への研修の実施 有

運営の方針

①利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの
選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業者
から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
②利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者
に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業
者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
③事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在す
る市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保
険施設等との緻密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものと
する。

職務の内容

（2024年9月1日現在）

事業の目的

指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために、人員および管理
運営に関する事項を定め、指定居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとと
もに、要介護状態の利用者の意思および人格を尊重し、利用者の立場に
立った適切な指定居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

随時研修を受講しています。

契約後、居宅サービス計画の作成
段階途中で利用者の都合により解
約した場合の解約料

有

従業者の管理および利用申込に係る調整、業務の実施状
況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等
において規定されている指定居宅介護支援事業の実施に
関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

（３）居宅介護支援の実施概要等
事業所の課題分析方法は、厚生労働省の通知で示された課題分析標準項目を満たす方式です。課
題分析は、アセスメントともいわれます。課題分析は、介護サービス利用者の心身の状態、家族
の状況などを踏まえ、利用者が自宅で生活を続けるために、どのような問題を抱えているのか、
解決しなければならない課題は何なのかを明らかにするために行われるものです。介護支援専門
員（ケアマネジャー）は、利用者の居宅を訪問して課題分析を行うこととされており、利用者の
希望とこの課題分析の結果等をもとに、課題分析により把握された解決すべき課題に対応すべき
最も適切なサービスの組み合わせについて検討し、ケアプランを作成します。

（４）サービス利用について

1名
（主任介護支援専門員）
介護支援専門員と兼務

事項 備考有無

介護支援専門員の変更

職員の職種 人員数等

管理者

介護支援専門員

要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や置かれ
ている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基
に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できる
よう、サービスの種類内容等の計画を作成するととも
に、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス
事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提
供を行う。

1名以上
（うち1名管理者と兼務）
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（６）事業所の営業日および営業時間

３.　居宅介護支援の申込から提供までの流れと主な内容

（1）主な居宅介護支援提供内容

営業日

要
介
護
認
定
（

被
保
険
者
）

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

介
護
保
険
施
設

⇒ ⇒

④
　
居
宅
サ
ー

ビ
ス
計
画
の
確
定

サ
ー

ビ
ス
計
画
案
が
利
用
者
と
家
族
の
希
望
に
即
す
る

よ
う
、

最
終
調
整
し
、

確
定
し
ま
す
。

営業時間

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

②
　
サ
ー

ビ
ス
計
画
案
の
作
成

具
体
的
な
サ
ー

ビ
ス
内
容
（

種
類
・
回
数
・
時
間
帯
）

の
計
画
案
作
成
と
中
立
な
立
場
に
立
っ

た
適
切
な
事
業

者
選
び
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
。

①
　
状
態
の
把
握

利
用
者
と
家
族
に
面
接
し
、

現
在
の
状
況
、

お
困
り
の

点
を
お
伺
い
し
ま
す
。

③
　
サ
ー

ビ
ス
担
当
者
と
連
絡
調
整

介
護
支
援
専
門
員
を
中
心
に

、
利
用
者
・
家
族
・
サ
ー

ビ
ス
担
当
者
を
交
え
て
計
画
案
等
の
意
見
交
換
を
行
い

ま
す

。

月曜日から金曜日ただし、祝日および12/30～1/3まで除く

午前８時３０分から午後５時３０分まで
営業時間以外は転送電話により２４時間連絡できる

体制を確保しております。

（２）サービス事業者の選定について

①　利用者に提供するサービス等が、特定の種類や居宅事業者に不当に偏ることのないよう
　　公正中立に行います。
②　サービス事業者の選定にあたって、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介する
　　よう求めることができます。
③　利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を
　　介護支援専門員に求めることができます。
④　当事業所の居宅サービス計画の、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具
　　貸与の利用状況は別紙「2021.4居宅　追加説明事項」のとおりです。

（３）居宅介護支援提供上の留意点

①　利用者が介護保険施設等への入所を希望されている場合には、利用者に介護保険施設等
　　の紹介その他の支援を行います。
②　介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定または要介護状態区分の変更認定が必要な
　　場合、または状態の変化等でサービスの内容を大きく変える必要があると考えられる
　　場合は、サービス担当者会議を開催し、専門的な意見を求めることとします。
③　介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握（モニタリング）を行うものと
　　します。特段の事情がない限り、少なくとも月に１回利用者宅を訪問、面接を行い、
　　その結果を記録します。（情報通信機器を用いる等の条件で2か月に1回でも可）
④　利用者の要介護認定の変更申請および状態の変化に伴う区分変更の申請について
　　円滑に行えるように支援します。

⑤
　
利
用
者
の
合
意

具
体
的
サ
ー

ビ
ス
を
ご
説
明
し
、

利
用
者
の
合
意
を
確

認
い
た
し
ま
す
。

⇒

ご自身での利用計画作成も可

ご自身での申込みも可
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４.契約の終了

①　利用者のご都合でサービスを終了する場合、書面で通知することにより、いつでも解約
　　できます。
②　やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
　　その場合は、終了１ヶ月前までに書面で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業
　　者をご紹介いたします。
③　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
　・利用者が介護保険施設に入所した場合。
　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の介護度が、非該当（自立）と認定された
　　場合。
　・利用者がお亡くなりになった場合。
　・利用者の介護度が、要支援１または要支援２となった場合。
  ・契約書第１２条に基づきこの契約が解除された時。
④　利用者や身元引受人等が事業所や事業所の介護支援専門員に対して、本契約を継続
　　しがたい程の背信行為を行った場合は、書面で通知することより、即座にサービスを
　　終了させていただく場合がございます。

①　交通費
　　サービス実施地域にお住まいの方は無料です、それ以外の地域の方は、事業所の
　　実施地域を越えてから、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要
　　です。自動車を使用した場合の交通費は事業所の実施地域を超える距離に応じて
　　１５円/㎞で計算します。
②　解約料
　　利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
③　お支払方法
　　原則として、利用者から利用料金をお支払いいただくことはありません。
　　ただし、法定代理受領ができない場合および申請代行業務に係る実費等については、
　　必要時に別途請求いたします。
　　ご利用料金が発生する場合、月ごとの清算とし、毎月２０日前後に前月分の請求を
　　いたしますので２７日までにお支払いください。お支払いいただきますと、領収書
　　を発行いたします。お支払方法は、原則として、利用者指定の金融機関口座からの
　　自動引き落としとなります。

（５）地域ケア会議における関係者間の情報共有

地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、こ
れに協力するように努めます。

（７）その他の料金

（６）利用料金

自己負担はありません。（要介護認定を受けた方は、介護保険で全額給付されます。）ただ
し、利用者の保険料の滞納等（給付制限を受けた場合）により、事業者が法定代理受領をできな
くなった場合は、１ヶ月あたり要介護度に応じて別紙に示す利用料を利用者より直接いただき、
事業所から居宅介護支援にかかるサービス提供証明書（または領収書）を発行いたします。この
サービス提供証明書（または領収書）を後日市区町村の窓口に提示しますと、利用者は全額払い
戻しを受けることができます。（別紙１参照）

（４）医療機関との連携について

①　利用者が医療機関等に入院した際、その入院先（医療機関）に利用者本人または家族から
　　担当介護支援専門員の氏名・連絡先を伝えてもらうよう依頼します。
②　介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた
　　とき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用の心身
　　または生活の状況に係る情報のうち、必要と認めるものを利用者の同意を得て主治の
　　医師もしくは歯科医師または薬剤師に提供します。
③　介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの
　　利用を希望している場合、その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の等の意
　　見を求めます。またこの場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成
　　した際には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付いたします。

4 そ09-10-250701



（１）利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等》

アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組 なし 結果の公表 なし

福祉サービス第三者評価の実施 なし 結果の公表 なし

事業者は、利用者の人権の擁護、高齢者虐待の防止および早期発見のための取り組みとして、以
下の措置を講じるものとします。
（1）高齢者虐待防止のための指針を整備し、これを従業者に周知します。
（2）高齢者虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知します。
（3）従業者に対し、高齢者虐待防止のための研修を定期的に実施します。
（4）上記措置を適切に実施するための担当者を配置します。

７.高齢者虐待防止の推進

　 居宅介護支援の提供により、利用者の容態の変化または事故が発生した場合は、速やか
　 に医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。

６.緊急時の対応

0120-294-774

０４２―７３９－７５８１

介護サービスの
苦情等

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

損害保険ジャパン株式会社

町田市役所　いきいき生活部介護保険課 ０４２－７２４－４３６４
介護保険制度

一般相談

相談・苦情内容 窓口 連絡先

④　事業所以外の相談窓口

０３－６２３８－０１７７

介護賠償責任保険

保険会社名

お客様相談室

保険名

東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口

その他機関による第三者評価の実施 なし

ＡＬＳＯＫ介護ケアプランセンター　町田

事業者の利用者相談・苦情担当

今井　祐子

①　対応方針
　　ご相談、苦情等につきましては真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決にあたります。
　　対応内容を記録し、更なる質の向上に努めて参ります。
②　処理体制・手順
　Ⅰ　相談または苦情があった場合、速やかに担当者に引き継ぎ、適切なる対応を行う。
　Ⅱ　担当者不在の場合に関しては、電話等により対応した者から速やかに担当者に対して、
　　　直ちに利用者に対して連絡をとり、適切なる対応をとる。
　Ⅲ　必要に応じて、聞取りのための訪問の実施や関係者への連絡調整を行うとともに、
　　　利用者または身元引受人へは必ず対応方法を含めた結果報告を行う。
③　苦情相談窓口
　　居宅介護支援に関する相談、苦情、要望がありましたら、遠慮なく下記にご連絡
　　ください。

連絡先

苦情担当者：

５.居宅介護支援の内容に関する苦情

結果の公表 なし

（２）相談・苦情への対応手順等
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８.個人情報の保護に関する事項

指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、
サービスの提供の終了の日から５年間保存します。

１２.記録の整備

１０.事故発生時の対応方法

①　事業者は、本契約に基づく利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生
　　した場合には速やかに市区町村、身元引受人に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、
　　管理者に報告します。
②　前項の事故の状況および事故に際してとった処置を記録します。

１１.身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または身元引受人から掲示を
求められた時は、いつでも身分証を提示します。

利用者は、身元引受人を定めるものとします。
①　本契約書に身元引受人として署名または記名押印したものは、利用者が本契約に
　　基づいて負う債務を極度額を限度として利用者と連帯して履行する責任を負います
　　（本来１０割給付のため利用者負担は生じないが、介護保険料の滞納などによる給付制限
　　を受けた場合）。本契約が更新された場合も同様とします。なお、身元引受人が負担
　　する債務の元本は利用者または身元引受人が死亡したときに確定するものとします。
　　※連帯保証極度額　１８万円
②　身元引受人の請求があったときは、事業者は身元引受人に対し遅滞なく利用料等の支払い
　　状況や滞納金の額・損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しな
　　ければなりません。
③　利用者は、身元引受人を代理人として本契約を締結させ、本契約に定める権利の
　　行使と義務の履行を代理して行わせることができます。

９.身元引受人

①　事業者は、利用者および身元引受人の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」
　　および厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱い
　　のためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めます。
②　事業所が得た利用者およびその身元引受人の個人情報については、事業所での
　　介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、第三者への情報提供
　　についてはあらかじめ利用者および身元引受人の了解を得ます。
③　従業者は、業務上知り得た利用者および身元引受人の秘密を保持します。
④　従業者であった者に、業務上知り得た利用者および身元引受人の秘密を保持させるため、
　　従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者から徴する
　　誓約書の内容に含むものとします。

6 そ09-10-250701



説明年月日：　　　　　年　　　月　　　日

説明者署名：

　　　　　年　　　月　　　日

（住所）

（氏名） ㊞

（住所）

㊞ 続柄

（連絡先）

（氏名）

身元引受人

利用者

私は、本書の交付を受け、契約書および本書により、事業者から居宅介護支援等についての重要事項
の説明を受け同意しました。

　　　　　　　　　　　　㊞

7 そ09-10-250701



《別紙１》

（地域別単価） 町田市 2級地 11.12 　円

＜基本料金＞
☑ 居宅介護支援費Ⅰ

要介護度 単位 利用料

要介護１・２ 1,086 12,076円

要介護３～５ 1,411 15,690円

要介護１・２ 544 6,049円

要介護３～５ 704 7,828円

要介護１・２ 326 3,625円

要介護３～５ 422 4,692円

□ 居宅介護支援費Ⅱ

要介護度 単位 利用料

要介護１・２ 1,086 12,076円

要介護３～５ 1,411 15,690円

要介護１・２ 527 5,860円

要介護３～５ 683 7,594円

要介護１・２ 316 3,513円

要介護３～５ 410 4,559円

＜加算＞（現在算定できる加算に☑を付けています）

加算 算定単位 単位 料金

☑ １月につき 300 3,336円

□ （Ⅰ） 519 5,771円

☑ （Ⅱ） 421 4,681円

□ （Ⅲ） 323 3,591円

□ （A） 114 1,267円

□ １月につき 125 1,390円

□ （Ⅰ） １月につき 250 2,780円

□ （Ⅱ） １月につき 200 2,224円

□ （Ⅰ）イ 450 5,004円

□ （Ⅰ）ロ 600 6,672円

□ （Ⅱ）イ 600 6,672円

□ （Ⅱ）ロ 750 8,340円

□ （Ⅲ） 900 10,008円

□ １月につき 50 556円

□ １月に２回を限度 200 2,224円

□ 400 4,448円

□

□

□

～基本料金～

居宅介護支援

ケアマネ１人 あたりの利用者数

60人以上

加算名称

初回加算

特定事業所加算

45人未満

45人以上60人未満

60人以上

ケアマネ１人 あたりの利用者数

50人未満

50人以上60人未満

減算

１月につき

特定事業所医療介護連携加算

退院・退所加算
入院又は
入所期間中１回

通院時情報連携加算

入院時情報連携加算

緊急時等居宅カンファレンス加算

ターミナルケアマネジメント加算

※退院・退所加算を算定する場合は、初回加算は算定いたしません。

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 所定単位数の5％を減算

特定事業所集中減算 １月につき200単位を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1％を減算



《別紙２》

①（2名以上）、②（3名以上）、③～⑬に該当。

①（1名以上）、②（3名以上）、③、④、⑥～⑬に該当。

①（1名以上）、②（2名以上）、③、④、⑥～⑬に該当。

①（1名以上）、
②（常勤1名以上、非常勤1名以上）、
③、④、⑥～⑬に該当。（④⑥⑪⑫は連携でも可）

カンファレンス以外の方法により1回受けていること。

カンファレンスにより1回受けていること。

カンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。

2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

①在宅で死亡した場合、終末期の医療やケアの方針に関して、利用者又は家族の意向を把握していること。
②ターミナルケアマネジメントを受けることについて、利用者又は家族から同意を得ていること。
③24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。
④死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び居宅サービス計画に位置付けた居宅
サービス事業者に連絡調整すること。

◆退院・退所加算

①退院又は退所にあたり、病院等の職員と面談を行うこと。
②利用者に関する必要な情報を収集し、ケアプランの作成を行うこと。
③退院、退所後に利用する居宅系サービス等の調整を行うこと。
④連携回数が3回になる場合には、入院または入所中の担当医等との退院時カンファ
レンス等に1回以上参加すること。

（Ⅰ）イ

（Ⅰ）ロ

（Ⅱ）イ

（Ⅱ）ロ

（Ⅲ）

◆通院時情報連携加算

①利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とすること。
②利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は
歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合に算定。

◆緊急時等居宅カンファレンス加算

①カンファレンスは病院又は診療所の求めによるものであること 。
②カンファレンスの実施日や指導日、カンファレンスに参加した医療関係職種の氏名、カンファレンスの内容を居宅サービス計画書等に記載するこ
と。（カンファレンスには介護支援専門員が医師又は看護師と一緒に利用者宅を訪問）
③カンファレンスで変更が必要とされた点について居宅サービス計画書を速やかに変更し、居宅サービス又は地域密着型サービスを調整すること。

◆ターミナルケアマネジメント加算

（Ⅱ） 入院した翌日または翌々日までに、利用者の必要な情報を提供した場合に算定。

【指定居宅介護支援・指定介護予防支援　加算算定要件】

◆初回加算

①介護支援専門員（ケアマネジャー）が新規でケアプラン（居宅サービス計画）を作成した場合に算定。
②要支援者が要介護認定を受けたときや、要介護状態区分が2区分以上変更して認定を受けた際に、ケアプランを新たに作り直す場合に算定。

◆特定事業所加算

①常勤専従の主任介護支援専門員を配置していること。
②常勤専従の介護支援専門員を配置していること。
③利用者情報等の伝達等のための会議を定期的に開催していること。（週１回以上）
④24時間連絡体制と利用者等の相談対応体制を確保していること。
⑤算定月の総利用者数のうち、要介護3～5の割合が40％以上であること。
⑥介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施すること。
⑦地域包括支援センターからの困難な事例へ対応していること。
⑧高齢者以外の対象者への支援に関する事例検討会、研修等に参加していること。
⑨特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
⑩利用者数が介護支援専門員1人あたり45名未満であること。（居宅介護支援費
（Ⅱ）を算定している場合は50名未満）
⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実
習」等に協力または協力体制を確保していること。
⑫他法人が運営する居宅介護支援事業者と協働で事例検討会、研修会等を実施してい
ること。
⑬必要に応じて多様な主体性が提供する生活支援のサービスが包括的に提供されるよ
うな居宅サービス計画を作成していること。

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

（A）

◆特定事業所医療介護連携加算

①前々年度の3月から前年度2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数（情報の提供を受けた回数）の合計が35回以上
であること。
②前々年度の3月から前年度2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定していること。
③特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定していること。

◆入院時情報連携加算

（Ⅰ） 入院したその日のうちに、利用者の必要な情報を提供した場合に算定。


